
目

次

訓

令

○
青
森
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
人

事

課
）
…
一

告

示

○
家
畜
伝
染
病
の
発
生
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
畜

産

課
）
…
一

○
家
畜
伝
染
病
の
ま
ん
延
の
防
止
に
係
る
家
畜
の
種
類
等
の
指
定
qqqqqq（

同

）
…
一

○
家
畜
伝
染
病
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
規
制
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

訓

令

青
森
県
訓
令
甲
第
一
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
三
十
六
年
九
月
青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
六
項
中
「
職
員
の
仕
事
と
生
活
の
調
和
の
推
進
を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
」
を
「
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

職
員
の
仕
事
と
生
活
の
調
和
の
推
進
を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合

二

災
害
応
急
作
業
、
防
疫
作
業
そ
の
他
の
作
業
で
あ
つ
て
、
緊
急
を
要
す
る
も
の
に
従
事
す
る

職
員
の
健
康
の
確
保
を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
五
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

家
畜
伝
染
病
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す

る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

家
畜
伝
染

病
の
種
類

家
畜
の

種

類

患
畜
、
疑
似

患
畜
の
別

頭
数

発
生
の
場
所
又
は
区
域

発

生

年
月
日

高
病
原
性

鳥
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ

採
卵
鶏

疑
似
患
畜

十
三

蓬
田
村

令
和五･
三･二四

青
森
県
告
示
第
二
百
六
号

高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
、
青
森
県
家
畜
伝
染
病
ま
ん
延
防
止

規
則
（
昭
和
五
十
年
四
月
青
森
県
規
則
第
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家
畜
の
種
類

並
び
に
指
定
家
畜
等
の
移
動
及
び
移
出
の
禁
止
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

青
森
県
報
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号
外
第
十
九
号

令
和
五
年三

月
二
十
四
日

（
金
曜
日
）



令
和
五
年
三
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

家
畜
の
種
類

鶏
、
あ
ひ
る
、
う
ず
ら
、
き
じ
、
だ
ち
ょ
う
、
ほ
ろ
ほ
ろ
鳥
及
び
七
面
鳥

二

指
定
家
畜
等
の
移
動
及
び
移
出
の
禁
止
区
域

１

移
動
の
禁
止
区
域

東
津
軽
郡
蓬
田
村
阿
弥
陀
川
字
江
利
前
沢
、
字
汐
干
、
郷
沢
字
浜
田
、
瀬
辺
地
字
瀬
辺
地

山
、
字
田
浦
、
字
山
田
、
蓬
田
字
汐
越
、
字
宮
本

２

移
出
の
禁
止
区
域

青
森
市
後
潟
字
後
潟
山
、
字
大
原
、
字
平
野
、
小
橋
字
伊
沢
、
字
田
川
、
字
千
鳥
、
字
福

田
、
四
戸
橋
字
磯
部
、
字
富
田
、
左
堰
字
大
科
、
字
野
田
、
六
枚
橋
字
磯
打
、
字
不
浪
知
、
字

山
越
、
字
六
枚
橋

東
津
軽
郡
蓬
田
村
中
沢
字
池
田
、
字
浪
返
、
長
科
字
浦
田
、
字
川
瀬
、
字
鶴
蝮
、
広
瀬
字
坂

本
、
字
高
根
、
字
滝
沢

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
上
蟹
田
、
蟹
田
石
浜
、
蟹
田
丑
ヶ
沢
、
蟹
田
内
黒
山
、
蟹
田
姥
ヶ
沢
、

蟹
田
大
平
沢
辺
、
蟹
田
大
平
高
石
、
蟹
田
大
平
屋
山
元
、
蟹
田
小
国
岩
井
、
蟹
田
小
国
黒
山
、

蟹
田
小
国
黒
山
添
、
蟹
田
小
国
坂
本
、
蟹
田
小
国
三
枚
橋
、
蟹
田
小
国
品
吉
、
蟹
田
小
国
惣
右

衛
門
沢
、
蟹
田
小
国
舘
下
、
蟹
田
小
国
谷
田
、
蟹
田
小
国
東
小
国
沢
、
蟹
田
小
国
南
田
、
蟹
田

桂
淵
、
蟹
田
川
原
添
、
蟹
田
汐
越
、
蟹
田
外
黒
山
、
蟹
田
高
銅
屋
、
蟹
田
田
ノ
沢
、
蟹
田
中
師

桂
沢
、
蟹
田
中
師
苗
代
沢
、
蟹
田
中
師
火
箱
沢
、
蟹
田
中
師
宮
本
、
蟹
田
樋
橋
、
蟹
田
原
田
長

瀬
、
蟹
田
南
沢
館
下
、
蟹
田
南
沢
山
口
、
蟹
田
山
本
小
谷
、
蟹
田
山
本
前
田
、
蟹
田
鰐
ヶ
淵
蟹

田
渡
、
下
蟹
田

青
森
県
告
示
第
二
百
七
号

高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
、
青
森
県
家
畜
伝
染
病
ま
ん
延
防
止

規
則
（
昭
和
五
十
年
四
月
青
森
県
規
則
第
十
九
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
規

制
を
行
う
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

規
制
の
区
域

東
津
軽
郡
蓬
田
村
阿
弥
陀
川
字
江
利
前
沢
、
字
汐
干
、
郷
沢
字
浜
田
、
瀬
辺
地
字
瀬
辺
地
山
、

字
田
浦
、
字
山
田
、
蓬
田
字
汐
越
、
字
宮
本

二

規
制
の
期
間

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日
付
け
青
森
県
告
示
第
二
百
六
号
に
よ
り
指
定
家
畜
等
の
移
動
の
禁
止

区
域
と
し
て
指
定
し
た
日
か
ら
当
該
指
定
の
解
除
日
ま
で

三

規
制
の
内
容

１

家
畜
（
鶏
、
あ
ひ
る
、
う
ず
ら
、
き
じ
、
だ
ち
ょ
う
、
ほ
ろ
ほ
ろ
鳥
及
び
七
面
鳥
に
限
る
。

以
下
同
じ
。
）
の
品
評
会
等
の
家
畜
を
集
合
さ
せ
る
催
物
を
開
催
す
る
こ
と
の
禁
止

２

食
鳥
処
理
場
又
は
Ｇ
Ｐ
セ
ン
タ
ー
の
事
業
を
行
う
こ
と
の
禁
止

３

ふ
卵
を
す
る
こ
と
の
禁
止
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価

小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円


